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京
都
府
所
蔵
「
茶
麻
地
葵
紋
付
長
裃
」
に
つ
い
て

　
　
　
　
　
　
　

―
江
戸
時
代
初
期
の
武
家
服
飾
に
関
す
る
一
考
察
―

福　

島　

雅　

子

は
じ
め
に

第
一
章　

伝
来　

―
付
属
文
書
と
吉
川
観
方
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
に
つ
い
て
―

第
二
章　

裃　

―
肩
衣
袴
と
裃
の
展
開
―　

第
三
章　

三
葉
葵
紋

お
わ
り
に

は
じ
め
に

室
町
時
代
後
期
か
ら
江
戸
時
代
初
期
に
か
け
て
の
中
世
か
ら
近
世
へ
の
移
行
期

は
、
日
本
の
服
飾
様
式
が
大
き
く
変
化
す
る
転
換
期
で
あ
っ
た
。
特
に
、
武
家
の

服
飾
に
お
い
て
は
、
前
代
ま
で
主
流
で
あ
っ
た
直
垂
や
素
襖
の
形
式
を
踏
襲
す
る

肩
衣
袴
の
着
用
範
囲
が
広
が
り
、
江
戸
時
代
に
は
肩
衣
袴
が
「
裃
」
と
し
て
形
式

を
整
え
、
武
家
の
公
服
と
し
て
広
く
用
い
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
１
。
裃
は
、
江

戸
時
代
に
は
、
肩
衣
の
肩
の
張
り
が
強
く
な
り
、
小
紋
の
細
密
な
柄
で
加
飾
す
る

な
ど
、
武
家
の
公
服
と
し
て
の
威
儀
を
整
え
て
い
く
。
江
戸
時
代
中
期
頃
に
な
る

と
、
肩
に
鯨
の
髭
を
入
れ
て
肩
先
を
強
く
張
ら
せ
、
糊
を
強
く
す
る
な
ど
、
着
装

に
際
し
て
も
工
夫
が
な
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

裃
は
、
江
戸
時
代
に
武
家
の
服
飾
と
し
て
一
般
化
す
る
が
、
そ
の
形
成
期
と
も

い
え
る
江
戸
時
代
初
期
ま
で
の
姿
を
伝
え
る
現
存
遺
品
は
極
め
て
稀
で
あ
る
。
現

在
で
は
、
尾
張
徳
川
家
や
水
戸
徳
川
家
に
伝
世
し
た
徳
川
家
康
（
一
五
四
二
〜
一

六
一
六
）
所
用
の
裃
類
が
、
伝
来
の
確
か
な
最
も
古
い
現
存
遺
品
と
い
え
る
だ
ろ

う
。
こ
れ
ら
の
徳
川
家
康
所
用
の
裃
類
は
、
現
在
は
徳
川
美
術
館
お
よ
び
徳
川

ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
等
に
所
蔵
さ
れ
、
こ
れ
ま
で
家
康
の
遺
品
や
武
家
の
服
飾
に
関
す

る
展
覧
会
等
で
一
般
に
も
公
開
さ
れ
て
き
た
。

さ
ら
に
京
都
府
に
は
、
家
康
の
孫
で
あ
り
江
戸
幕
府
三
代
将
軍
と
な
っ
た
徳
川

家
光
（
一
六
〇
四
〜
五
一
）
の
所
用
と
伝
わ
る
、
江
戸
時
代
初
期
の
数
少
な
い
現

存
遺
品
と
考
え
ら
れ
る
長
裃
が
伝
世
し
て
い
る
。
こ
の
家
光
所
用
の
伝
来
を
有
す

る
京
都
府
所
蔵
（
京
都
文
化
博
物
館
管
理
）
の
「
茶
麻
地
葵
紋
付
長
裃
」（
図
１
）

は
、
平
織
の
茶
麻
地
を
用
い
た
単
仕
立
て
で
、
小
紋
な
ど
は
施
さ
れ
ず
、
三
葉
葵

の
紋
が
肩
衣
の
背
と
両
胸
お
よ
び
袴
の
腰
板
の
四
か
所
に
付
さ
れ
て
い
る
。
本
作

図１　 茶麻地葵紋付長裃
（京都府蔵）
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は
、
丈
や
裄
が
近
世
の
現
存
す
る
他
の
裃
と
比
し
て
小
ぶ
り
で
あ
る
た
め
、
成
人

用
で
は
な
く
年
少
者
の
も
の
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
、
本
作
に
は
二
種
類
の

文
書
が
付
属
し
て
お
り
、
年
代
不
詳
の
一
点
に
は
、
江
戸
幕
府
四
代
将
軍
の
徳
川

家
綱
（
一
六
四
一
〜
一
六
八
〇
）
よ
り
出
羽
上
山
藩
主
の
土
岐
頼
行
（
一
六
〇
八

〜
八
五
）
が
拝
領
し
た
旨
が
記
さ
れ
、
も
う
一
点
の
明
治
四
〇
年
（
一
九
〇
七
）

に
三
浦
徳
充
が
記
し
た
と
す
る
文
書
に
は
、
本
作
が
三
代
将
軍
徳
川
家
光
の
所
用

品
で
あ
り
、四
代
将
軍
の
家
綱
よ
り
土
岐
頼
行
が
拝
領
し
た
旨
が
記
さ
れ
て
い
る
。

こ
れ
ら
の
付
属
文
書
に
記
さ
れ
る
伝
来
が
正
し
け
れ
ば
、
本
作
は
江
戸
時
代
初
期

の
裃
の
様
子
を
伝
え
る
貴
重
な
遺
品
で
あ
る
と
い
え
る
。

こ
の
「
茶
麻
地
葵
紋
付
長
裃
」
は
、
平
成
二
九
年
（
二
〇
一
七
）
二
月
か
ら
五

月
に
か
け
て
、
京
都
文
化
博
物
館
に
お
け
る
総
合
展
示
「
京
都
府
コ
レ
ク
シ
ョ
ン

に
み
る
武
家
の
服
飾
」
の
中
で
一
般
に
公
開
さ
れ
た
。
ま
た
、
本
展
示
で
公
開
さ

れ
た
服
飾
類
等
に
関
す
る
林
智
子
氏
の
論
考
「
京
都
府
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
に
み
る
武

家
の
服
飾
」（『
京
都
文
化
博
物
館
研
究
紀
要
―
朱
雀
』
第
二
九
集
、二
〇
一
七
年
）

の
中
で
、
概
要
が
紹
介
さ
れ
て
い
る
２
。
展
示
期
間
が
終
了
し
た
後
の
同
年
六
月
、

筆
者
は
京
都
文
化
博
物
館
に
お
い
て
本
作
の
調
査
を
行
う
機
会
を
得
た
３
。
以
下

本
論
で
は
、
こ
の
調
査
の
結
果
を
踏
ま
え
、
徳
川
家
光
所
用
の
伝
来
を
も
ち
三
葉

葵
紋
が
付
さ
れ
た
「
茶
麻
地
葵
紋
付
長
裃
」
に
つ
い
て
、
そ
の
伝
来
や
形
態
、
ま

た
家
紋
の
形
式
等
を
検
討
し
、
さ
ら
に
現
存
資
料
の
限
ら
れ
て
い
る
江
戸
時
代
初

期
の
武
家
服
飾
に
つ
い
て
、
こ
れ
ま
で
の
先
行
研
究
を
踏
ま
え
て
考
察
し
た
い
。

第
一
章　

伝
来　

―
付
属
文
書
と
吉
川
観
方
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
に
つ
い
て
―

京
都
府
所
蔵
「
茶
麻
地
葵
紋
付
長
裃
」
に
は
、
先
に
述
べ
た
よ
う
に
二
種
類
の

文
書
が
付
属
し
て
お
り
、
こ
れ
ら
の
文
書
の
記
述
か
ら
伝
来
を
知
る
こ
と
が
で
き

る
。
服
飾
類
は
身
に
着
け
る
消
耗
品
で
あ
る
た
め
、
近
世
以
前
の
遺
品
に
伝
来
を

伝
え
る
資
料
が
付
属
す
る
例
は
非
常
に
限
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
、
本
作
の
旧
所
蔵

者
は
、
日
本
画
家
の
吉
川
観
方
（
一
八
九
四
〜
一
九
七
九
）
で
あ
り
、
本
作
は
京

都
府
が
所
蔵
す
る
「
吉
川
観
方
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
」
の
一
つ
で
あ
る
。
本
章
で
は
以

下
、
ま
ず
、
付
属
す
る
文
書
に
記
さ
れ
る
伝
来
に
つ
い
て
検
討
し
、
さ
ら
に
、
旧

蔵
者
で
あ
る
吉
川
観
方
と
そ
の
収
集
品
と
し
て
の
意
味
に
つ
い
て
考
察
し
た
い
。

ま
ず
、
本
作
に
付
属
す
る
二
種
類
の
文
書
の
う
ち
、
小
形
で
年
代
不
詳
の
一
点

（
以
下
「
文
書
（
一
）」
と
呼
ぶ
）
に
は
、
次
の
よ
う
な
記
述
が
み
ら
れ
る
。

　
　

従　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

■
■
拝
領
（
朱
印
）

　

嚴
有
院
様

　
　

宗
是
様
御
拝
領
従

　
　

宗
是
様
三
浦
外
記
豊
充
拝
領　

云
々

こ
こ
に
見
ら
れ
る
「
嚴
有
院
様
」
と
は
、
江
戸
幕
府
四
代
将
軍
徳
川
家
綱
の
法
号

で
あ
る
。
ま
た
、「
嚴
有
院
」
よ
り
本
作
を
拝
領
し
た
と
さ
れ
る
「
宗
是
様
」
は
、

摂
津
高
槻
藩
主
な
ど
を
経
て
出
羽
上
山
藩
主
と
な
っ
た
土
岐
頼
行
と
考
え
ら
れ
る

４
。
さ
ら
に
後
に
は
、
土
岐
頼
行
よ
り
「
三
浦
外
記
豊
充
」
な
る
人
物
が
本
作
を

拝
領
し
た
旨
が
記
さ
れ
て
い
る
。

本
作
に
付
属
す
る
も
う
一
点
の
文
書（
図
２
、以
下「
文
書（
二
）」と
呼
ぶ
）は
、

「
三
浦
徳
充
」
が
明
治
四
〇
年
（
一
九
〇
七
）
に
記
し
た
と
さ
れ
る
も
の
で
あ
り
、

次
の
よ
う
な
内
容
が
記
さ
れ
て
い
る
。

　

徳
川
三
代
将
軍
家
光
公
御
禮
服

　
　

従

　

徳
川
四
代
将
軍
家
山
城
守
土
岐
頼
行
矦

　
　

御
拝
領

711-0830-縦-P61-73_福島雅子様.indd   62711-0830-縦-P61-73_福島雅子様.indd   62 2018/02/19   15:282018/02/19   15:28



― 63 ―

京
都
府
所
蔵
「
茶
麻
地
葵
紋
付
長
裃
」
に
つ
い
て 

―
江
戸
時
代
初
期
の
武
家
服
飾
に
関
す
る
一
考
察
―

　
　

従

　
　

同
矦
三
浦
外
記
豊
充
拝
領

　
　

傳
曰

　
　

頼
行
矦
謚
称
慧
照
院
殿
心
庵
宗
是

　
　

大
居
士
以
寛
永
元
年
十
月
廿
有
八
日
叙
従

　
　

五
位
下
任
山
城
守
延
寳
六
年
以
充
致

　
　

仕
為
豊
充
者
承
應
三
年
始
仕
干
頼

　
　

行
矦
宝
永
七
年
十
一
月
初
七
日
卒
以

　
　

是
考
之
則
宝
永
以
前
之
賜
品
也

　
　

云
爾

　
　

明
治
四
十
年
十
二
月　

三
浦
徳
充
識

こ
こ
で
は
、
本
作
が
三
代
将
軍
徳
川
家
光
所
用
の
礼
服
で
あ
り
、
四
代
す
な
わ

ち
徳
川
家
綱
の
代
の
将
軍
家
よ
り
土
岐
頼
行
が
拝
領
し
、
そ
れ
を
「
三
浦
外
記
豊

充
」
が
拝
領
し
た
と
し
て
い
る
。

こ
の
文
書
（
二
）
の
中
で
、
本
作
の
所
用
者
と
さ
れ
る
徳
川
家
光
は
、
江
戸
幕

府
三
代
将
軍
と
し
て
元
和
九
年
（
一
六
二
三
）
か
ら
慶
安
四
年
（
一
六
五
一
）
ま

で
在
職
し
た
５
。
家
光
は
、
慶
長
九
年
（
一
六
〇
四
）
に
二
代
将
軍
秀
忠
の
次
男

と
し
て
生
ま
れ
た
が
、
兄
の
早
世
に
よ
り
祖
父
の
家
康
の
幼
名
で
あ
る
竹
千
代
を

与
え
ら
れ
、後
に
嗣
子
と
な
る
。
家
光
の
元
服
の
時
期
に
つ
い
て
は
、『
徳
川
実
紀
』

に
次
の
よ
う
な
記
述
が
あ
る
６
。

　

 

六
年
九
月
七
日
御
元
服
有
て
、
從
二
位
權
大
納
言
に
叙
任
し
給
ひ
。
御
名
を

も
家
光
と
ま
い
ら
せ
ら
る
。
こ
れ
當
家
に
て
御
元
服
の
卽
日
大
納
言
御
拝
任

の
は
じ
め
と
す
。

こ
の
記
述
に
あ
る
六
年
と
は
元
和
六
年
（
一
六
二
〇
）
を
指
し
て
お
り
、
数
え
年

の
一
七
歳
で
元
服
す
る
と
名
を
家
光
と
改
め
、
元
服
と
同
時
に
従
二
位
権
大
納
言

に
叙
任
さ
れ
た
こ
と
が
分
か
る
。
そ
の
後
、
元
和
九
年
（
一
六
二
三
）
に
は
京
都

の
伏
見
城
に
お
い
て
将
軍
宣
下
を
受
け
、
江
戸
幕
府
三
代
将
軍
と
な
っ
た
。
本
作

は
、
そ
の
法
量
か
ら
成
人
用
で
は
な
く
、
年
少
者
の
た
め
の
裃
と
考
え
ら
れ
る
た

め
、
付
属
文
書
の
伝
来
が
正
し
け
れ
ば
、
家
光
が
元
和
六
年
の
元
服
よ
り
以
前
の

少
年
期
に
用
い
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
だ
ろ
う
。

二
種
類
の
文
書
に
共
通
し
て
、
本
作
を
土
岐
頼
行
に
下
賜
し
た
と
さ
れ
る
四
代

将
軍
徳
川
家
綱
は
、
三
代
将
軍
家
光
の
長
男
と
し
て
寛
永
一
八
年
（
一
六
四
一
）

に
生
ま
れ
た
。
幼
名
は
父
と
同
じ
竹
千
代
を
与
え
ら
れ
、正
保
二
年
（
一
六
四
五
）

に
数
え
年
の
五
歳
で
元
服
す
る
。
そ
の
後
、
慶
安
四
年
（
一
六
五
一
）
に
家
光
が

没
す
る
と
、
同
年
に
将
軍
宣
下
を
受
け
、
一
一
歳
で
四
代
将
軍
と
な
っ
た
。
延
宝

八
年
（
一
六
八
〇
）
に
在
職
二
九
年
で
没
し
、
前
述
の
よ
う
に
法
号
は
厳
有
院
で

あ
る
。

図２　 茶麻地葵紋付長裃　付属文書
（京都府蔵）
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さ
ら
に
両
文
書
と
も
に
、
本
作
は
、
徳
川
家
綱
（
厳
有
院
）
か
ら
土
岐
頼
行
が

拝
領
し
た
と
伝
え
て
い
る
。
土
岐
頼
行
は
、
慶
長
一
三
年
（
一
六
〇
八
）
に
土
岐

定
義
の
長
男
と
し
て
生
ま
れ
、
下
総
相
馬
郡
領
主
な
ど
を
経
て
、
寛
永
元
年
（
一

六
二
四
）
に
は
従
五
位
下
山
城
守
に
叙
任
さ
れ
、
そ
の
後
、
寛
永
五
年
（
一
六
二

八
）
に
出
羽
上
山
藩
主
と
な
っ
た
７
。
槍
術
の
自
得
記
流
を
創
始
し
た
槍
術
家
と

し
て
も
知
ら
れ
、貞
享
元
年
（
一
六
八
四
）
に
七
七
歳
で
没
し
て
い
る
。
本
作
は
、

徳
川
家
綱
よ
り
土
岐
頼
行
が
拝
領
し
た
後
、
さ
ら
に
土
岐
頼
行
よ
り
三
浦
外
記
豊

充
が
拝
領
し
た
旨
が
、
両
文
書
と
も
に
記
さ
れ
て
い
る
。

文
書
（
一
）
に
は
、
本
作
が
家
光
の
所
用
で
あ
る
点
は
記
さ
れ
ず
、
文
書
の
執

筆
者
や
年
代
な
ど
も
見
ら
れ
な
い
。
一
方
、
文
書
（
二
）
に
は
、
本
作
の
伝
来
に

関
す
る
記
述
と
と
も
に
、
土
岐
頼
行
の
諡
や
寛
永
元
年
（
一
六
二
四
）
に
従
五
位

下
山
城
守
に
叙
任
さ
れ
た
こ
と
、
延
宝
六
年
（
一
六
七
八
）
に
官
職
を
退
い
た
こ

と
な
ど
も
記
さ
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
三
浦
外
記
豊
充
が
土
岐
頼
行
に
仕
え
た
時

期
は
承
応
三
年
（
一
六
五
四
）
か
ら
宝
永
七
年
（
一
七
一
〇
）
で
あ
り
、
本
作
は

宝
永
年
間
（
一
七
〇
四
〜
一
七
一
一
）
以
前
に
賜
っ
た
品
で
あ
る
と
し
て
い
る
。

文
書
（
二
）
の
執
筆
者
で
あ
る
三
浦
徳
充
は
、
土
岐
頼
行
か
ら
本
作
を
拝
領
し
た

と
さ
れ
る
三
浦
外
記
豊
充
と
同
じ
姓
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
恐
ら
く
そ
の
後
裔
で
あ

る
と
考
え
ら
れ
る
だ
ろ
う
。
明
治
四
〇
年
（
一
九
〇
七
）
に
三
浦
徳
充
が
こ
の
文

書
を
記
し
た
時
点
で
は
、
本
作
は
恐
ら
く
三
浦
外
記
豊
充
に
続
く
家
系
の
三
浦
家

に
伝
世
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
付
属
す
る
文
書
か
ら
知
る
こ
と
の
で
き
る
本

作
の
伝
世
の
過
程
は
、
こ
の
明
治
の
末
年
ま
で
と
な
っ
て
い
る
。

し
か
し
、
前
述
の
よ
う
に
、
本
作
が
京
都
府
の
所
蔵
と
な
る
前
の
所
蔵
者
は
日

本
画
家
の
吉
川
観
方
で
あ
り
、
近
代
以
降
の
伝
世
に
つ
い
て
も
辿
る
こ
と
が
で
き

る
。
吉
川
観
方
は
、
日
本
画
家
で
あ
る
だ
け
で
な
く
、
近
世
か
ら
近
代
に
か
け
て

の
風
俗
資
料
を
収
集
し
、
さ
ら
に
「
故
実
研
究
会
」
を
主
宰
す
る
な
ど
、
風
俗
研

究
に
も
精
力
的
に
取
り
組
ん
だ
こ
と
で
知
ら
れ
て
い
る
８
。
観
方
は
、
明
治
二
七

年
（
一
八
九
四
）
に
京
都
に
生
ま
れ
、
幼
少
期
か
ら
四
条
派
の
西
堀
刀
水
等
に
絵

を
学
び
、
大
正
七
年
（
一
九
一
八
）
に
は
京
都
市
立
絵
画
専
門
学
校
（
現
京
都
市

立
芸
術
大
学
）
を
卒
業
し
た
。
昭
和
五
四
年
（
一
九
七
九
）
に
没
す
る
ま
で
、
生

涯
を
京
都
で
過
ご
し
て
い
る
。
観
方
は
、
風
俗
画
を
描
く
画
家
と
し
て
の
視
点
か

ら
、
主
に
近
世
か
ら
近
代
に
か
け
て
の
絵
画
や
服
飾
類
を
は
じ
め
と
し
て
、
公
家

や
武
家
、町
人
の
衣
食
住
に
関
す
る
用
具
な
ど
極
め
て
広
い
範
囲
の
風
俗
資
料
を
、

生
涯
を
か
け
て
収
集
し
た
。
観
方
が
収
集
し
た
こ
れ
ら
の
風
俗
資
料
は
、
現
存
す

る
国
内
屈
指
の
規
模
を
誇
る
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
の
一
つ
と
言
え
る
。
吉
川
観
方
コ
レ

ク
シ
ョ
ン
は
三
万
点
近
く
に
及
び
、
現
在
は
京
都
府
（
京
都
文
化
博
物
館
管
理
）

に
約
一
五
〇
〇
〇
点
、
奈
良
県
立
博
物
館
に
一
五
二
七
点
、
福
岡
市
博
物
館
に
約

一
〇
八
〇
〇
点
が
収
蔵
さ
れ
て
い
る
。

本
作
は
、
吉
川
観
方
が
収
集
し
た
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
の
一
つ
と
し
て
、
現
在
は
京

都
府
に
所
蔵
さ
れ
て
い
る
。
既
述
の
と
お
り
、
観
方
は
服
飾
類
を
は
じ
め
と
し
て

広
く
風
俗
資
料
を
収
集
し
た
が
、
本
作
は
そ
の
中
で
も
、
付
属
文
書
に
よ
り
伝
来

が
伝
わ
る
数
少
な
い
貴
重
な
資
料
で
あ
る
と
言
え
る
。

第
二
章　

裃　

―
肩
衣
袴
と
裃
の
展
開
―　

京
都
府
所
蔵
「
茶
麻
地
葵
紋
付
長
裃
」
は
、
上
衣
の
肩
衣
と
長
袴
か
ら
構
成
さ

れ
て
い
る
。
地
質
は
肩
衣
と
長
袴
と
も
に
平
織
に
よ
る
濃
茶
の
麻
地
で
あ
り
、
模

様
は
施
さ
れ
て
い
な
い
。
裏
地
を
付
け
な
い
単
仕
立
て
で
あ
り
、
三
葉
葵
の
紋
が

肩
衣
の
背
と
両
胸
お
よ
び
袴
の
腰
板
の
四
か
所
に
付
さ
れ
て
い
る
。
上
衣
の
肩
衣

は
、
丈
が
六
五
・
〇
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
、
裄
が
二
六
・
〇
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
で
あ
り
、

袴
の
丈
は
一
五
五
・
〇
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
、
腰
の
幅
が
二
五
・
〇
セ
ン
チ
メ
ー
ト

ル
で
あ
る
。
本
章
で
は
、
武
家
服
飾
に
お
け
る
裃
の
成
立
過
程
に
つ
い
て
、
先
行

研
究
を
踏
ま
え
つ
つ
確
認
し
た
う
え
で
、
本
作
の
形
態
に
つ
い
て
考
察
し
た
い
９
。
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京
都
府
所
蔵
「
茶
麻
地
葵
紋
付
長
裃
」
に
つ
い
て 

―
江
戸
時
代
初
期
の
武
家
服
飾
に
関
す
る
一
考
察
―

裃
は
肩
衣
と
袴
で
構
成
さ
れ
、
先
に
述
べ
た
よ
う
に
、
江
戸
時
代
に
武
家
の
公

服
と
な
り
、
礼
装
や
平
服
と
し
て
用
い
ら
れ
た
。
裃
は
上
下
な
ど
と
も
書
き
、
本

来
は
直
垂
や
素
襖
な
ど
を
含
め
た
上
下
が
対
に
な
っ
た
も
の
の
総
称
で
あ
り
、
上

衣
と
袴
で
地
質
、
色
、
文
様
が
同
じ
揃
い
の
も
の
を
称
し
た
。
し
か
し
、
肩
衣
と

袴
の
組
み
合
わ
せ
―
肩
衣
袴
と
も
い
う
―
の
着
用
範
囲
が
拡
大
し
、
武
家
の
一
般

的
な
服
飾
形
式
と
な
る
に
お
よ
ん
で
、
裃
は
肩
衣
袴
の
代
名
詞
と
な
っ
た
10
。
肩

衣
袴
は
、
室
町
時
代
後
期
頃
ま
で
武
家
服
飾
の
主
流
で
あ
っ
た
素
襖
の
形
式
を
踏

襲
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
、
麻
の
生
地
を
用
い
た
単
仕
立
て
を
正
式
と
し
、
家
紋

を
付
け
、
小
紋
染
を
主
な
加
飾
技
法
と
し
た
11
。

裃
の
祖
型
で
あ
る
肩
衣
袴
に
つ
い
て
は
、「
か
た
ぎ
ぬ
」
と
い
う
語
が
『
万
葉
集
』

に
も
見
ら
れ
、
古
く
は
主
に
下
層
の
者
が
用
い
る
袖
の
無
い
衣
服
を
指
し
て
い
た

よ
う
で
あ
る
12
。
肩
衣
は
、
主
に
労
働
の
際
な
ど
に
用
い
ら
れ
て
い
た
が
、
室
町

時
代
以
降
に
武
家
の
間
で
急
速
に
そ
の
利
用
範
囲
が
広
が
っ
て
い
っ
た
と
考
え
ら

れ
る
。
そ
の
後
、
文
献
上
に
肩
衣
と
い
う
語
が
頻
繁
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
の

は
、
一
五
世
紀
後
期
の
応
仁
の
乱
以
降
で
あ
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
13
。
高

位
の
武
家
が
肩
衣
袴
を
着
用
し
た
古
い
例
と
し
て
は
、
室
町
幕
府
九
代
将
軍
足
利

義
尚（
一
四
六
五
〜
八
九
）の
陣
中
で
の
記
述
が
あ
げ
ら
れ
る
。『
政
覚
大
僧
正
記
』

の
長
享
二
年
（
一
四
八
八
）
正
月
一
八
日
条
で
は
、
そ
の
際
の
様
子
を
次
の
よ
う

に
記
し
て
い
る
14
。

　

 

早
朝
用
意
シ
テ
参
。
如
昨
日
、
二
階
堂
申
次
ナ
リ
。
仍
御
小
袖
ノ
間
ニ
テ
御

対
面
、（
中
略
）
室
町
殿
ハ
御
肩
衣
、
小
袴
ニ
テ
御
対
面
ナ
リ
。
御
陣
中
御

対
面
ハ
希
ノ
儀
ト
云
々
。

こ
こ
で
は
、
足
利
義
尚
が
、
近
江
鈎
の
陣
に
お
い
て
「
肩
衣
」
と
「
小
袴
」
の
姿

で
対
面
し
た
こ
と
が
記
さ
れ
る
。
こ
の
記
述
の
よ
う
に
、
文
献
上
に
見
え
る
肩
衣

袴
着
用
の
古
例
は
、
陣
中
な
ど
の
場
に
限
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
お

り
、
肩
衣
袴
が
戦
国
期
に
お
け
る
臨
戦
用
の
衣
服
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
た
こ
と

が
う
か
が
え
る
15
。

さ
ら
に
時
代
が
下
る
と
、
肩
衣
袴
は
、
当
初
の
臨
戦
用
の
目
的
か
ら
急
速
に
利

用
範
囲
を
広
げ
て
い
っ
た
。
当
時
の
武
家
の
肖
像
画
か
ら
は
、
肩
衣
袴
が
武
家
服

飾
に
お
け
る
位
置
付
け
を
昇
格
さ
せ
て
い
っ
た
様
子
が
読
み
取
れ
る
。
弘
治
三
年

（
一
五
五
七
）
賛
の
多
聞
院
所
蔵
「
西
谷
藤
兵
衛
像
」（
図
３
）
は
、
年
代
の
明
ら

か
な
肩
衣
袴
姿
の
肖
像
画
と
し
て
最
も
古
い
時
期
の
遺
品
と
さ
れ
て
い
る
。
像
主

の
西
谷
藤
兵
衛
は
、
濃
い
蘇
芳
の
小
袖
の
上
に
、
両
胸
に
九
曜
巴
紋
を
配
し
た
浅

葱
地
の
肩
衣
袴
を
着
け
て
い
る
。
肩
衣
の
前
身
頃
を
引
き
合
わ
せ
て
着
装
し
、
両

胸
の
襞
は
左
右
が
不
揃
い
に
自
然
な
状
態
で
出
て
お
り
、
江
戸
時
代
以
降
に
定
型

化
さ
れ
る
胸
に
襞
を
と
る
形
式
と
比
べ
て
肩
衣
の
古
様
が
見
て
取
れ
る
。

図３　 西谷藤兵衛像（部分）　
（多聞院蔵）
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学
習
院
女
子
大
学 

紀
要　

第
二
十
号

ま
た
、織
田
信
長
の
肖
像
画
と
し
て
著
名
な
長
興
寺
所
蔵
「
織
田
信
長
像
」（
図

４
）
に
お
い
て
も
、
信
長
は
肩
衣
袴
を
着
け
た
姿
で
描
か
れ
て
い
る
。
本
図
は
そ

の
賛
よ
り
、
家
臣
の
与
語
正
勝
が
狩
野
元
秀
に
描
か
せ
、
天
正
一
一
年
（
一
五
八

三
）
の
一
周
忌
に
三
河
の
長
興
寺
に
寄
進
し
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
本
図
の
信
長

は
、
白
小
袖
の
上
に
、
萌
黄
地
の
肩
衣
袴
を
着
け
て
い
る
。
肩
衣
は
桐
紋
を
胸
に

配
し
、
袴
に
二
引
両
を
白
く
染
め
抜
く
の
み
で
、
模
様
は
表
わ
さ
れ
て
い
な
い
。

肩
衣
の
前
身
頃
を
引
き
合
わ
せ
て
着
装
し
、
袴
の
相
引
に
も
桐
紋
が
配
さ
れ
る
な

ど
、
肩
衣
袴
の
古
様
を
示
す
が
、
先
の
「
西
谷
藤
兵
衛
像
」
と
比
較
す
る
と
、
胸

の
襞
は
左
右
対
称
に
一
つ
に
整
え
ら
れ
、
定
型
化
し
た
襞
の
形
式
を
う
か
が
わ
せ

る
。
こ
れ
ら
の
戦
国
武
将
の
肖
像
画
か
ら
は
、
室
町
時
代
後
期
以
降
、
臨
戦
用
の

衣
服
と
し
て
武
家
の
服
飾
に
取
り
入
れ
ら
れ
た
肩
衣
袴
が
、
威
儀
を
正
す
の
に
ふ

さ
わ
し
い
姿
と
な
り
つ
つ
あ
る
こ
と
が
う
か
が
わ
れ
る
。

最
初
期
の
肩
衣
袴
の
姿
を
示
す
遺
品
と
し
て
は
、
徳
川
家
康
所
用
の
裃
類
が
現

存
し
て
い
る
。
家
康
所
用
の
裃
類
は
、
伝
来
が
明
ら
か
な
最
も
古
い
武
家
の
肩
衣

袴
の
遺
品
で
あ
り
、
現
在
は
徳
川
美
術
館
お
よ
び
徳
川
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
等
に
所
蔵

さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
家
康
所
用
の
裃
類
は
、
ほ
ぼ
全
て
が
麻
製
で
あ
り
、
小

紋
染
に
よ
る
加
飾
が
施
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
指
摘
で
き
る
16
。
ま
た
紋
所
は
、
全

て
の
作
例
で
肩
衣
の
両
胸
と
背
、
袴
の
腰
板
の
計
四
か
所
に
配
さ
れ
て
お
り
、
袴

の
相
引
に
は
紋
を
置
か
な
い
。
こ
の
よ
う
な
裃
の
形
式
は
、
江
戸
時
代
以
降
に
武

家
の
服
飾
規
範
と
し
て
定
型
化
さ
れ
る
も
の
で
あ
り
、
家
康
所
用
裃
類
の
制
作
下

限
で
あ
る
家
康
の
没
年
元
和
二
年
（
一
六
一
六
）
頃
ま
で
に
は
、
武
家
の
公
服
と

し
て
の
裃
の
形
式
が
完
成
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

こ
こ
ま
で
の
肩
衣
袴
の
成
立
過
程
と
最
初
期
の
裃
の
形
式
に
関
す
る
考
察
を
踏

ま
え
、以
下
で
は「
茶
麻
地
葵
紋
付
長
裃
」の
形
態
と
形
式
に
つ
い
て
検
討
し
た
い
。

ま
ず
、「
茶
麻
地
葵
紋
付
長
裃
」
は
、上
衣
の
肩
衣
と
長
袴
か
ら
な
る
長
裃
で
あ
る
。

長
裃
は
、
江
戸
時
代
に
は
、
将
軍
に
謁
見
で
き
る
資
格
の
あ
る
御
目
見
以
上
の
武

家
の
直
垂
と
大
紋
に
準
じ
る
礼
装
と
さ
れ
た
17
。
ま
た
、
将
軍
自
ら
も
長
裃
を
用

い
て
お
り
、
後
述
す
る
よ
う
な
徳
川
家
康
や
五
代
将
軍
徳
川
綱
吉
（
一
六
四
六
〜

一
七
〇
九
）
が
所
用
し
た
長
裃
が
伝
世
し
て
い
る
。
本
作
は
、
第
一
章
で
検
討
し

た
付
属
文
書
の
伝
来
が
正
し
け
れ
ば
、
徳
川
将
軍
家
に
属
す
る
家
光
が
、
晴
の
所

用
と
し
た
長
袴
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

次
に
、
本
作
の
上
衣
で
あ
る
肩
衣
の
形
態
に
注
目
し
た
い
。
肩
衣
の
形
態
は
、

江
戸
時
代
以
降
に
肩
幅
を
広
げ
、
同
時
に
襞
を
深
く
と
る
よ
う
に
な
り
、
前
身

頃
を
狭
く
襟
を
垂
直
に
仕
立
て
、
左
右
平
行
に
袴
に
着
込
め
る
か
た
ち
へ
と
移

行
し
て
い
っ
た
と
考
え
ら
れ
て
い
る
18
。
先
に
あ
げ
た
戦
国
期
の
武
将
の
肖
像

画
で
は
、
肩
衣
の
前
身
頃
は
自
然
に
襞
が
と
ら
れ
、
左
右
を
引
き
合
わ
せ
て
着

装
し
て
お
り
、
前
代
ま
で
武
家
服
飾
の
主
流
で
あ
っ
た
素
襖
と
同
様
の
垂
領
の

形
式
で
あ
っ
た
こ
と
が
分
か
る
。
し
か
し
、
江
戸
時
代
以
降
は
、
肩
衣
の
前
身

頃
に
襞
を
深
く
と
り
、
前
身
頃
を
狭
く
仕
立
て
、
左
右
を
引
き
合
わ
せ
て
着
用

し
な
い
形
式
へ
と
変
化
し
て
い
く
。
江
戸
幕
府
五
代
将
軍
徳
川
綱
吉
所
用
と
伝

図４　 織田信長像（部分）狩野元秀筆　
（長興寺蔵）
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京
都
府
所
蔵
「
茶
麻
地
葵
紋
付
長
裃
」
に
つ
い
て 

―
江
戸
時
代
初
期
の
武
家
服
飾
に
関
す
る
一
考
察
―

わ
る
東
京
国
立
博
物
館
所
蔵
「
鶸
色
麻
地
松
葉
小
紋
長
裃
」（
図
５
）
で
は
、
前

身
頃
に
深
く
し
っ
か
り
と
折
り
込
ん
だ
状
態
で
襞
を
と
り
、
前
身
頃
を
狭
め
る

形
式
が
見
て
取
れ
る
。

肩
衣
の
襞
に
つ
い
て
は
、江
戸
時
代
中
期
の
有
職
故
実
家
で
あ
る
伊
勢
貞
丈（
一

七
一
七
〜
八
四
）
が
著
わ
し
た
『
貞
丈
雑
記
』
に
、
次
の
よ
う
な
記
述
が
み
ら
れ

る
19
。

　

 

一　

古
は
肩
衣
に
ひ
だ
な
き
証
拠
、『
三
光
院
内
府
記
』
に
云
う
。「
半
臂
は

如
一
肩
衣
二
に
て
有
レ
裏
云
々
」。
公
家
衆
、
束
帯
の
装
束
の
下
に
半
臂
と
云

う
装
束
を
着
せ
ら
る
な
り
。（
中
略
）
そ
の
半
臂
は
袖
な
き
物
な
り
。
ひ
だ

も
な
き
物
な
り
。
古
の
肩
衣
は
ひ
だ
な
き
物
に
て
あ
り
し
故
、
半
臂
の
形
を

い
う
と
て
如
一
肩
衣
二
と
い
い
た
る
な
り
。
そ
の
形
似
た
る
故
な
り
。
今
の

肩
衣
は
ひ
だ
を
と
る
ゆ
え
、
半
臂
の
形
に
似
た
る
事
は
な
く
大
き
に
違
い
た

る
な
り
。

引
用
さ
れ
て
い
る
『
三
光
院
内
府
記
』
は
、
室
町
時
代
か
ら
安
土
桃
山
時
代
の
公

家
で
あ
り
古
典
学
者
で
も
あ
っ
た
三
條
西
実
枝
が
記
し
た
有
職
故
実
書
で
あ
り
、

こ
こ
で
は
、
三
條
西
実
枝
の
時
代
に
は
肩
衣
に
襞
が
な
か
っ
た
こ
と
が
述
べ
ら
れ

て
い
る
。
し
か
し
、
こ
の
記
述
が
書
か
れ
た
江
戸
時
代
中
期
頃
に
は
、「
肩
衣
は

ひ
だ
を
と
る
」
形
式
で
あ
る
と
し
て
い
る
。
ま
た
、『
嬉
遊
笑
覧
』（
天
保
元
年
〈
一

八
三
〇
〉
年
刊
）
に
は
、
江
戸
時
代
中
期
頃
の
肩
衣
の
形
態
に
つ
い
て
、
次
の
よ

う
に
あ
る
20
。

　

 

享
保
迄
は
肩
衣
廣
か
ら
ず
元
文
の
頃
よ
り
横
麻
の
か
た
衣
廣
く
な
り
鯨
ひ
げ

を
入
れ
肩
を
一
文
字
に
仕
立
小
舟
に
帆
か
け
た
る
如
く
地
合
も
享
保
元
文
迄

は
目
す
き
ば
り
と
て
し
ゃ
ん
と
し
て
音
な
き
や
う
に
粘
か
げ
ん
を
好
み
し
に

明
和
の
頃
よ
り
粘
強
く
紙
の
ぼ
り
の
如
く
な
れ
り

こ
こ
で
は
、元
文
年
間
（
一
七
三
六
〜
四
一
）
頃
か
ら
肩
衣
の
肩
幅
が
広
く
な
り
、

鯨
の
髭
を
入
れ
て
肩
を
一
文
字
に
張
ら
せ
て
「
小
舟
に
帆
か
け
た
る
如
く
」
な
り
、

明
和
年
間
（
一
七
六
四
〜
七
二
）
頃
か
ら
は
糊
を
強
く
し
て
「
紙
の
ぼ
り
の
如
く
」

な
っ
た
と
し
て
い
る
。

図５　 鶸色麻地松葉小紋長裃
（東京国立博物館蔵）

図６　 浅葱地葵紋付菱形小紋長裃
（徳川美術館蔵）
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学
習
院
女
子
大
学 

紀
要　

第
二
十
号

さ
ら
に
時
代
が
下
り
、
江
戸
時
代
後
期
の
尾
張
藩
主
徳
川
慶
勝
（
一
八
二
四
〜

八
三
）
所
用
の
「
浅
葱
地
葵
紋
付
菱
形
小
紋
長
裃
」（
図
６
）
で
は
、
肩
衣
の
前

身
頃
に
大
き
く
襞
を
と
り
、前
身
頃
が
非
常
に
狭
く
な
っ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

ま
た
、
肩
の
張
り
は
強
調
さ
れ
、
江
戸
時
代
を
通
じ
て
、
肩
衣
の
形
態
が
変
化
し

て
い
る
こ
と
が
見
て
取
れ
る
。

徳
川
家
光
所
用
と
伝
わ
る
「
茶
麻
地
葵
紋
付
長
裃
」
は
、
肩
か
ら
胸
に
か
け
て

襞
を
と
り
前
身
頃
を
狭
め
た
仕
立
て
で
は
あ
る
が
、
前
掲
の
江
戸
時
代
後
期
に
お

け
る
徳
川
慶
勝
所
用
長
裃
（
図
６
参
照
）
の
よ
う
に
細
く
整
え
ら
れ
た
仕
立
て
で

は
な
く
、
江
戸
時
代
前
期
の
徳
川
綱
吉
所
用
長
裃
（
図
５
参
照
）
の
前
身
頃
の
仕

立
て
に
近
似
し
て
い
る
。
ま
た
、
本
作
の
肩
に
注
目
す
る
と
、
肩
山
は
緩
や
か
な

弧
を
描
き
、
丸
み
を
つ
け
た
仕
立
て
で
あ
る
こ
と
が
分
か
る
。
先
述
の
史
料
で
江

戸
時
代
中
期
以
降
に
み
ら
れ
る
と
指
摘
さ
れ
た
、
江
戸
時
代
後
期
の
徳
川
慶
勝
所

用
裃
（
図
６
参
照
）
に
も
見
ら
れ
る
よ
う
な
肩
を
「
一
文
字
」
に
張
ら
せ
て
強
調

す
る
よ
う
な
仕
立
て
と
比
較
す
る
と
、
本
作
の
緩
や
か
な
弧
を
描
く
肩
山
は
、
着

用
者
の
肩
に
自
然
に
沿
う
形
態
で
あ
り
、
江
戸
時
代
を
通
じ
て
変
化
し
て
い
く
肩

衣
の
変
遷
の
中
に
あ
っ
て
は
、
古
様
を
示
し
て
い
る
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

さ
ら
に
、
先
述
の
よ
う
に
、
本
作
の
丈
や
裄
は
、
近
世
の
現
存
す
る
他
の
裃
と

比
し
て
小
ぶ
り
で
あ
り
、
成
人
用
で
は
な
く
年
少
者
の
も
の
で
あ
る
と
考
え
ら
れ

て
い
る
。
本
作
の
肩
衣
の
丈
と
肩
幅
を
、
徳
川
家
康
を
は
じ
め
と
す
る
徳
川
家
で

用
い
ら
れ
た
現
存
す
る
遺
品
と
比
較
す
る
と
、「
徳
川
家
所
用
肩
衣
比
較
表
」（
表

１
）
の
よ
う
に
な
る
。
こ
こ
で
は
、
本
作
と
、
徳
川
家
康
、
五
代
将
軍
徳
川
綱
吉

お
よ
び
一
四
代
尾
張
藩
主
徳
川
慶
勝
所
用
の
肩
衣
を
比
較
し
た
。「
徳
川
家
所
用

肩
衣
比
較
表
」
で
は
、
肩
幅
は
片
身
の
幅
を
示
し
て
お
り
、
本
作
を
一
と
し
、
徳

川
家
康
、
徳
川
綱
吉
、
徳
川
慶
勝
所
用
遺
品
の
順
に
記
載
し
て
い
る
。
現
存
す
る

徳
川
家
の
肩
衣
と
し
て
は
家
康
所
用
の
遺
品
が
六
点
と
最
も
多
く
、
肩
幅
は
や
や

寸
法
に
ば
ら
つ
き
が
あ
る
も
の
の
、
比
較
表
の
二
か
ら
七
の
作
例
の
平
均
値
は
二

表１「徳川家所用肩衣比較表」

名称 所蔵者 所用者（伝）家督 肩幅 丈 生地 模様 仕立て

一 茶麻地葵紋付肩衣 京都府 徳川家光 三代将軍 26.0 65.0 麻 無し 単

二 花色麻地葵紋付雹繋小鳥小紋肩衣 徳川美術館 徳川家康 初代将軍 28.0 82.0 麻 小紋 単

三 納戸麻地葵紋付勾玉霰小紋肩衣 徳川美術館 徳川家康 初代将軍 31.7 81.0 麻 小紋 単

四 萌黄麻地葵紋付巻貝霰小紋肩衣 徳川美術館 徳川家康 初代将軍 33.0 83.0 麻 小紋 単

五 紺地葵紋付二字霰小紋肩衣 徳川ミュージアム 徳川家康 初代将軍 27.5 86.0 麻 小紋 単

六 紺地葵紋付散松葉に零梅小紋肩衣 徳川ミュージアム 徳川家康 初代将軍 26.0 80.0 麻 小紋 単

七 紺地葵紋付菊小紋肩衣 徳川ミュージアム 徳川家康 初代将軍 30.3 90.0 麻 小紋 袷

八 鶸色麻地松葉小紋肩衣 東京国立博物館 徳川綱吉 五代将軍 37.6 73.5 麻 小紋 単

九 浅葱地葵紋付菱形小紋肩衣 徳川美術館 徳川慶勝 尾州一四代 37.6 61.8 ー 小紋 ー
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京
都
府
所
蔵
「
茶
麻
地
葵
紋
付
長
裃
」
に
つ
い
て 

―
江
戸
時
代
初
期
の
武
家
服
飾
に
関
す
る
一
考
察
―

九
・
四
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
表
中
の
八
に
あ
げ
た
五
代
将
軍
綱

吉
所
用
と
伝
わ
る
肩
衣
は
、
九
の
尾
張
藩
主
慶
勝
の
も
の
と
同
じ
三
七
・
六
セ
ン

チ
メ
ー
ト
ル
で
あ
る
。
本
作
の
肩
幅
は
二
六
・
〇
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
で
あ
り
、
家

康
所
用
の
遺
品
と
比
較
す
る
と
片
身
の
平
均
値
で
三
・
四
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
ほ
ど

狭
く
、
綱
吉
お
よ
び
慶
勝
所
用
の
肩
衣
と
比
べ
る
と
一
一
・
八
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル

と
か
な
り
狭
い
こ
と
が
分
か
る
。
肩
衣
の
肩
幅
が
時
代
と
と
も
に
広
く
な
る
こ
と

を
勘
案
し
て
も
、
本
作
は
成
人
男
性
の
も
の
と
し
て
は
小
ぶ
り
で
あ
る
。
次
に
丈

を
比
較
す
る
と
、
本
作
が
六
五
・
〇
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
家

康
所
用
遺
品
の
平
均
値
は
八
三
・
七
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
で
あ
り
、
本
作
は
一
九
セ

ン
チ
メ
ー
ト
ル
ほ
ど
短
い
こ
と
が
分
か
る
。
ま
た
、
表
の
八
に
あ
げ
た
伝
綱
吉
所

用
の
肩
衣
と
比
べ
る
と
八
・
五
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
短
い
が
、
九
の
慶
勝
の
も
の
で

は
、
本
作
の
方
が
お
よ
そ
三
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
長
く
な
っ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な

他
の
遺
品
と
の
比
較
か
ら
は
、
各
寸
法
で
ば
ら
つ
き
は
あ
る
も
の
の
、
本
作
は
全

体
と
し
て
成
人
用
の
寸
法
か
ら
は
小
ぶ
り
で
あ
り
、
年
少
者
の
も
の
と
考
え
て
よ

い
で
あ
ろ
う
。

さ
ら
に
、
表
１
で
は
、
生
地
と
模
様
に
つ
い
て
も
比
較
し
た
。
生
地
が
明
ら
か

な
遺
品
に
つ
い
て
は
、
本
作
を
含
め
て
全
て
が
麻
製
で
あ
り
、
江
戸
時
代
に
裃
の

生
地
と
し
て
麻
が
広
く
用
い
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
読
み
取
れ
る
。
ま
た
、
本
作
に

は
模
様
が
施
さ
れ
て
お
ら
ず
、
徳
川
家
康
を
は
じ
め
と
す
る
徳
川
家
で
用
い
ら
れ

た
現
存
す
る
裃
類
に
は
、
ほ
ぼ
全
て
に
小
紋
染
に
よ
る
模
様
が
施
さ
れ
て
お
り
、

徳
川
将
軍
家
の
伝
来
を
持
つ
裃
と
し
て
は
、
加
飾
の
面
で
は
特
異
な
作
例
で
あ
る

と
い
え
る
。

第
三
章　

三
葉
葵
紋

「
茶
麻
地
葵
紋
付
長
裃
」
に
は
、
三
葉
葵
の
紋
が
肩
衣
の
背
と
両
胸
、
お
よ
び

袴
の
腰
板
（
図
７
）
の
四
か
所
に
付
さ
れ
て
い
る
。
葵
紋
は
白
抜
き
に
表
わ
さ
れ
、

紋
の
内
部
に
は
地
色
と
同
色
で
彩
色
が
施
さ
れ
て
お
り
、
紋
の
輪
郭
や
葉
脈
は
描

絵
で
描
か
れ
て
い
る
。
紋
の
直
径
は
四
・
五
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
程
で
、
外
円
か
ら

伸
び
る
葉
柄
は
そ
れ
ぞ
れ
長
さ
が
〇
・
五
か
ら
〇
・
七
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
程
で
あ

り
、
葵
の
葉
は
幅
二
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
、
長
さ
一
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
程
で
あ
っ
た
。

各
紋
の
直
径
や
葉
柄
の
長
さ
な
ど
に
は
ば
ら
つ
き
が
あ
り
、
フ
リ
ー
ハ
ン
ド
で
描

い
た
自
然
な
表
現
が
見
て
取
れ
る
。
ま
た
、
三
葉
葵
紋
の
内
部
に
は
余
白
が
十
分

に
取
ら
れ
て
い
る
点
が
特
徴
的
で
あ
り
、
江
戸
時
代
以
降
に
形
式
化
が
進
む
葵
紋

の
表
現
の
変
化
の
過
程
に
お
い
て
、
比
較
的
初
期
の
表
現
が
見
ら
れ
る
。

徳
川
将
軍
家
を
は
じ
め
と
す
る
徳
川
家
が
用
い
た
三
葉
葵
紋
の
表
現
は
、
家
康

の
所
用
品
に
表
わ
さ
れ
た
も
の
か
ら
、
江
戸
時
代
を
通
し
て
形
式
化
が
進
ん
だ
こ

と
が
指
摘
で
き
る
21
。
家
康
の
所
用
品
に
表
わ
さ
れ
た
葵
紋
の
例
と
し
て
は
、
紀

州
東
照
宮
が
所
蔵
す
る
「
紺
地
宝
尽
小
紋
小
袖
」
に
配
さ
れ
た
五
つ
紋
な
ど
に
そ

の
表
現
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。「
紺
地
宝
尽
小
紋
小
袖
」
に
配
さ
れ
た
三
葉
葵

紋
（
図
８
）
で
は
、
細
い
縁
に
囲
ま
れ
た
直
径
三
・
三
か
ら
四
・
〇
セ
ン
チ
メ
ー

ト
ル
の
紋
の
内
部
は
、
白
抜
き
の
ま
ま
彩
色
は
な
く
、
長
く
細
い
葉
柄
の
先
に
小

ぶ
り
な
葵
の
葉
が
描
か
れ
て
い
る
。
紋
の
内
部
に
は
十
分
に
空
間
が
と
ら
れ
、
葵

の
葉
に
は
描
絵
に
よ
り
絵
画
的
で
自
由
な
表
現
が
見
ら
れ
る
。
同
じ
く
家
康
の
所

用
と
伝
わ
る「
鬱
金
地
葵
紋
付
菊
唐
花
唐
草
小
紋
羽
織
」（
日
光
東
照
宮
蔵
）で
は
、

三
葉
葵
紋（
図
９
）を
白
抜
き
と
し
、紋
の
内
部
に
は
小
紋
の
彩
色
を
施
し
て
い
る
。

紋
を
縁
取
る
円
や
長
く
し
っ
か
り
と
し
た
葉
柄
と
葉
は
白
抜
き
で
表
わ
さ
れ
、
輪

郭
線
や
葉
脈
は
描
絵
で
描
か
れ
て
い
る
。
紋
の
内
部
に
余
白
を
十
分
に
取
り
、
や

や
ば
ら
つ
き
の
あ
る
表
現
は
、「
茶
麻
地
葵
紋
付
長
裃
」
に
配
さ
れ
た
葵
紋
（
図

７
参
照
）
の
表
現
に
非
常
に
近
似
し
て
い
る
。

時
代
が
下
り
、
五
代
将
軍
徳
川
綱
吉
所
用
と
伝
わ
る
前
掲
の
「
鶸
色
麻
地
松
葉

小
紋
長
裃
」
で
は
、
三
葉
葵
紋
（
図
10
）
は
形
が
整
い
、
形
式
化
が
進
ん
で
い
る
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学
習
院
女
子
大
学 

紀
要　

第
二
十
号

様
子
が
見
て
取
れ
る
。
白
抜
き
で
表
わ
さ
れ
た
紋
に
は
、
葉
柄
が
短
く
大
ぶ
り
な

葉
が
内
部
に
隙
間
無
く
配
さ
れ
、
わ
ず
か
な
隙
間
に
小
紋
が
施
さ
れ
て
い
る
。
葵

の
葉
の
形
は
整
え
ら
れ
、
描
絵
で
表
わ
さ
れ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
表
現
に
ば

ら
つ
き
は
見
ら
れ
な
く
な
っ
て
い
る
。
こ
の
後
、
江
戸
時
代
後
期
の
先
に
掲
げ
た

徳
川
慶
勝
所
用
「
浅
葱
地
葵
紋
付
菱
形
小
紋
長
裃
」
で
は
、
三
葉
葵
紋
（
図
11
）

は
紋
章
と
し
て
の
意
匠
化
が
さ
ら
に
進
ん
で
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
白
抜
き
で
表

わ
さ
れ
た
紋
は
、
太
い
円
形
の
縁
の
中
に
、
意
匠
化
さ
れ
た
葵
の
葉
が
隙
間
無
く

配
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
か
ら
は
、
江
戸
時
代
後
期
に
至
り
、
植
物
と
し
て
の
葵
の

葉
の
形
状
か
ら
は
か
け
離
れ
た
、
三
葉
葵
紋
の
形
式
化
が
見
て
取
れ
る
。

「
茶
麻
地
葵
紋
付
長
裃
」
に
表
わ
さ
れ
た
三
葉
葵
紋
は
、
こ
の
よ
う
な
徳
川
家

が
用
い
た
三
葉
葵
紋
に
見
ら
れ
る
形
式
化
の
展
開
に
お
い
て
、
家
康
所
用
の
服
飾

類
に
見
ら
れ
る
成
立
期
の
表
現
に
極
め
て
近
似
し
た
、
最
初
期
の
様
相
を
呈
し
て

い
る
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

お
わ
り
に

本
論
で
は
こ
こ
ま
で
、
徳
川
家
光
所
用
の
伝
来
を
も
ち
三
葉
葵
紋
が
付
さ
れ
た

京
都
府
所
蔵
「
茶
麻
地
葵
紋
付
長
裃
」
に
つ
い
て
、
京
都
文
化
博
物
館
に
お
け
る

調
査
の
結
果
や
先
行
研
究
を
踏
ま
え
、
伝
来
や
形
態
、
ま
た
三
葉
葵
紋
の
表
現
等

を
検
討
す
る
こ
と
に
よ
り
、
そ
の
位
置
付
け
に
つ
い
て
考
察
し
た
。

第
一
章
で
は
、
本
作
が
家
光
所
用
の
礼
服
で
あ
り
、
四
代
将
軍
徳
川
家
綱
の
代

に
土
岐
頼
行
が
拝
領
し
、
さ
ら
に
そ
の
後
に
三
浦
外
記
豊
充
が
拝
領
し
た
と
伝
え

る
付
属
文
書
を
備
え
て
お
り
、
前
所
蔵
者
で
あ
る
吉
川
観
方
が
収
集
し
た
吉
川
観

方
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
の
中
で
も
、
詳
細
な
伝
来
が
伝
わ
る
数
少
な
い
貴
重
な
資
料
で

あ
る
点
を
指
摘
し
た
。

さ
ら
に
第
二
章
で
は
、
形
態
に
着
目
し
て
検
討
を
進
め
た
結
果
、
本
作
の
肩
衣

図９　 鬱金地葵紋付菊唐花唐草小紋羽織
（葵紋部分）　（日光東照宮蔵）

図８　 紺地宝尽小紋小袖（紋
部分）　（紀州東照宮蔵）

図 11　 浅葱地葵紋付菱形小紋裃（葵
紋部分）　（徳川美術館蔵）

図７　 茶麻地葵紋付長裃（腰
板部分）　（京都府蔵）

図 10　 鶸色麻地松葉小紋長裃（葵紋
部分）　（東京国立博物館蔵）
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京
都
府
所
蔵
「
茶
麻
地
葵
紋
付
長
裃
」
に
つ
い
て 

―
江
戸
時
代
初
期
の
武
家
服
飾
に
関
す
る
一
考
察
―

は
襞
を
と
り
前
身
頃
を
狭
め
た
仕
立
て
で
は
あ
る
が
、
江
戸
時
代
後
期
の
遺
品
に

み
ら
れ
る
よ
う
な
細
く
整
え
ら
れ
た
仕
立
て
で
は
な
く
、
江
戸
時
代
前
期
の
遺
品

の
仕
立
て
に
近
似
し
て
い
る
点
や
、
本
作
の
緩
や
か
な
弧
を
描
い
た
肩
山
は
、
江

戸
時
代
中
期
以
降
に
み
ら
れ
る
と
さ
れ
る
肩
を
「
一
文
字
」
に
張
ら
せ
て
強
調
す

る
よ
う
な
仕
立
て
と
比
較
す
る
と
、
古
様
を
示
し
て
い
る
点
な
ど
を
考
察
し
た
。

ま
た
第
三
章
で
は
、
家
紋
の
表
現
に
つ
い
て
検
討
を
加
え
、
本
作
に
配
さ
れ
た

三
葉
葵
紋
は
、
江
戸
時
代
に
徳
川
家
が
用
い
た
三
葉
葵
紋
に
見
ら
れ
る
形
式
化
の

展
開
に
お
い
て
、
家
康
所
用
の
服
飾
類
に
見
ら
れ
る
成
立
期
の
表
現
に
極
め
て
近

く
、
最
初
期
の
様
相
を
呈
し
て
い
る
と
位
置
付
け
た
。

こ
の
よ
う
な
検
討
か
ら
は
、
本
作
の
形
態
や
三
葉
葵
紋
の
表
現
に
見
ら
れ
る
特

徴
が
、
徳
川
家
康
や
綱
吉
の
所
用
と
伝
わ
る
江
戸
時
代
前
期
の
遺
品
に
近
い
要
素

を
具
備
し
て
い
る
こ
と
が
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
。
こ
の
こ
と
は
、
付
属
文
書
の

伝
え
る
徳
川
家
光
所
用
の
伝
来
を
支
え
る
要
素
と
な
り
得
る
で
あ
ろ
う
。
裃
は
、

既
述
の
よ
う
に
、
江
戸
時
代
に
武
家
の
服
飾
と
し
て
一
般
化
す
る
が
、
そ
の
形
成

期
と
も
い
え
る
江
戸
時
代
初
期
ま
で
の
姿
を
伝
え
る
現
存
遺
品
は
極
め
て
稀
で
あ

る
。
ま
た
、
成
人
用
で
は
な
く
、
少
年
用
と
考
え
ら
れ
る
裃
の
現
存
例
も
多
く
は

な
い
。
本
作
は
、
現
存
す
る
遺
品
の
限
ら
れ
て
い
る
江
戸
時
代
初
期
の
武
家
服
飾

の
様
子
を
伝
え
る
貴
重
な
遺
品
で
あ
る
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

【
注
】　　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

１　

 

肩
衣
袴
と
裃
に
関
す
る
主
な
先
行
研
究
と
し
て
は
、
丸
山
伸
彦
「
武
家
の
服
飾
」（『
日
本

の
美
術
』
三
四
〇
、
一
九
九
四
年
）、
鈴
木
敬
三
『
有
職
故
実
図
典
―
服
飾
と
故
実
』（
吉

川
弘
文
館
、
一
九
九
五
年
）、
丸
山
伸
彦
編
著
『
江
戸
の
き
も
の
と
衣
生
活
』（
小
学
館
、

二
〇
〇
七
年
）、
柳
川
真
由
美
「
肩
衣
に
つ
い
て
の
一
考
察
」（『
史
学
研
究
』
二
五
九
、

二
〇
〇
八
年
）
等
が
あ
げ
ら
れ
る
。
本
論
で
は
、
肩
衣
袴
と
裃
に
つ
い
て
主
に
前
掲
の
丸

山
氏
の
論
考
お
よ
び
著
書
を
参
照
し
た
。

２　

 

林
智
子
「
京
都
府
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
に
み
る
武
家
の
服
飾
」（『
京
都
文
化
博
物
館
研
究
紀
要

―
朱
雀
』
第
二
九
集
、
二
〇
一
七
年
）
三
三
頁
。

３　

 

平
成
二
九
年
（
二
〇
一
七
）
六
月
二
〇
日
、
京
都
文
化
博
物
館
に
お
い
て
、
林
氏
の
ご
協

力
の
も
と
調
査
を
実
施
し
た
。

４　

 

前
掲
注
二
、
林
智
子
「
京
都
府
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
に
み
る
武
家
の
服
飾
」
三
三
頁
等
。

５　

 

国
史
大
辞
典
編
集
委
員
会
編
『
国
史
大
辞
典
』
第
一
〇
巻
（
吉
川
弘
文
館
、一
九
八
九
年
）

二
八
〇
〜
二
八
一
頁
。
以
後
、
本
項
に
お
け
る
徳
川
家
光
の
事
跡
に
つ
い
て
は
本
書
お
よ

び
『
徳
川
実
紀
』「
大
猷
院
殿
御
実
紀
」
巻
一
（
吉
川
弘
文
館
、
一
九
三
〇
年
）
を
参
照
。

６　

 

前
掲
注
五
『
徳
川
実
紀
』「
大
猷
院
殿
御
実
紀
」
巻
一
、
二
九
八
頁
。

７　

 

土
岐
頼
行
に
つ
い
て
は
、
前
掲
注
五
『
国
史
大
辞
典
』
第
一
〇
巻
、
二
七
〇
頁
を
参
照
。

８　

 

吉
川
観
方
の
収
集
品
や
風
俗
研
究
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ま
で
小
山
弓
弦
葉
「
風
俗
研
究
活

動
に
お
け
る
吉
川
観
方
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
―
特
に
そ
の
染
織
資
料
に
注
目
し
て
―
」（『
奈
良

県
立
美
術
館
紀
要
』
第
一
二
号
、
一
九
九
八
年
）、
藤
本
恵
子
「
翻
刻
―
風
俗
研
究
家
・

吉
川
観
方
の
日
記
（
昭
和
七
年
分
）」（『
京
都
文
化
博
物
館
研
究
紀
要
―
朱
雀
』
第
一
四

集
、
二
〇
〇
二
年
）、
京
都
文
化
博
物
館
編
『
吉
川
観
方
と
京
都
文
化
』（
京
都
文
化
博
物

館
、
二
〇
〇
二
年
）
な
ど
の
先
行
研
究
が
あ
る
。
本
論
で
は
、
主
に
京
都
府
が
所
蔵
す
る

吉
川
観
方
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
に
つ
い
て
言
及
し
て
い
る
前
掲
の
藤
本
氏
の
論
考
お
よ
び
京
都

文
化
博
物
館
編
『
吉
川
観
方
と
京
都
文
化
』
を
参
照
し
、
観
方
の
収
集
品
と
事
績
に
つ
い

て
ま
と
め
る
。

９　

 

裃
の
成
立
過
程
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ま
で
、
丸
山
伸
彦
「
武
家
の
服
飾
」（『
日
本
の
美
術
』

三
四
〇
、
一
九
九
四
年
）
や
、
柳
川
真
由
美
「
肩
衣
に
つ
い
て
の
一
考
察
」（『
史
学
研
究
』

二
五
九
、
二
〇
〇
八
年
）
等
で
論
じ
ら
れ
て
き
た
。
ま
た
、
筆
者
は
「
徳
川
家
康
所
用
服

飾
類
の
研
究
」（
博
士
論
文
、
東
京
芸
術
大
学
、
二
〇
一
四
年
）
の
中
で
、
袴
を
含
め
た

武
家
服
飾
の
成
立
期
に
つ
い
て
検
討
し
て
お
り
、
本
論
で
は
そ
の
考
察
結
果
に
も
触
れ
な

が
ら
、
前
掲
の
先
行
研
究
を
踏
ま
え
、
裃
の
成
立
過
程
に
つ
い
て
確
認
し
た
い
。

10　
 

前
掲
注
九
、
丸
山
伸
彦
「
武
家
の
服
飾
」
五
六
〜
六
四
頁
。

11　
 

前
掲
注
一
、
丸
山
伸
彦
編
著
『
江
戸
の
き
も
の
と
衣
生
活
』
一
三
六
〜
一
三
七
頁
。

12　

 
鈴
木
敬
三
『
有
職
故
実
図
典
―
服
飾
と
故
実
』（
吉
川
弘
文
館
、一
九
九
五
年
）
一
一
八
頁
。

13　

 

前
掲
注
九
、
柳
川
真
由
美
「
肩
衣
に
つ
い
て
の
一
考
察
」。

14　

 『
政
覚
大
僧
正
記
』
第
二
（
続
群
書
類
従
完
成
会
、
一
九
九
五
年
）
七
九
頁
。
前
掲
注
九
、

柳
川
真
由
美
「
肩
衣
に
つ
い
て
の
一
考
察
」
七
頁
に
お
い
て
指
摘
さ
れ
る
。

15　

 

前
掲
注
九
、
丸
山
伸
彦
「
武
家
の
服
飾
」
四
六
〜
四
八
頁
。

16　

 

前
掲
注
九
の
筆
者
に
よ
る
「
徳
川
家
康
所
用
服
飾
類
の
研
究
」
に
お
い
て
検
討
し
た
結
果
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学
習
院
女
子
大
学 

紀
要　

第
二
十
号

に
よ
る
。
以
下
、
徳
川
家
康
所
用
裃
類
に
関
す
る
分
析
結
果
も
同
様
。

17　
 

前
掲
注
九
、
丸
山
伸
彦
「
武
家
の
服
飾
」
六
一
頁
。

18　

 
前
掲
注
九
、
丸
山
伸
彦
「
武
家
の
服
飾
」
六
三
頁
。

19　

 

伊
勢
貞
丈
『
貞
丈
雑
記
』（
島
田
勇
雄
校
注
、
平
凡
社
、
二
〇
〇
七
年
）
一
八
〜
一
九
頁
。

20　

 

喜
多
村
信
節
『
嬉
遊
笑
覧
』（
成
光
館
出
版
部
、
一
九
三
二
年
）
一
四
五
頁
。

21　

 

徳
川
美
術
館
編
『
尾
張
徳
川
家
初
代
義
直
襲
封
四
〇
〇
年
記
念
―
尾
張
の
殿
様
物
語
』（
徳

川
美
術
館
、
二
〇
〇
七
年
）
や
、
前
掲
注
九
の
筆
者
に
よ
る
「
徳
川
家
康
所
用
服
飾
類
の

研
究
」
等
。

（
本
学
准
教
授
）
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